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○議事日程 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

      （諸般の報告） 

 日程第 ２ 議案第３７号 損害賠償の額の決定及び和解について 

 日程第 ３ 議案第３８号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について 

日程第 ４ 議案第３９号 美幌町子ども医療費助成に関する条例の一部を改正する条例 

制定について 

 日程第 ５ 議案第４０号 美幌町農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例の制

定について 

 日程第 ６ 議案第４１号 令和５年度美幌町一般会計補正予算（第５号）について 

 日程第 ７ 議案第４２号 令和５年度美幌町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

について 

 日程第 ８ 議案第４３号 令和５年度美幌町介護保険特別会計補正予算（第１号）につ

いて 

 日程第 ９ 議案第４４号 令和５年度美幌町水道事業会計補正予算（第１号）について 

 日程第１０ 議案第４５号 令和５年度美幌町公共下水道事業会計補正予算（第１号）に

ついて 

 日程第１１ 議案第４６号 令和５年度美幌町個別排水処理事業会計補正予算（第１号）

について 

 日程第１２ 認定第 １号 令和４年度美幌町一般会計歳入歳出決算認定について 

 日程第１３ 認定第 ２号 令和４年度美幌町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

 日程第１４ 認定第 ３号 令和４年度美幌町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

について 

 日程第１５ 認定第 ４号 令和４年度美幌町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

 日程第１６ 認定第 ５号 令和４年度美幌町公共下水道特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

 日程第１７ 認定第 ６号 令和４年度美幌町個別排水処理特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

 日程第１８ 認定第 ７号 令和４年度美幌町水道事業会計決算認定について 

 日程第１９ 認定第 ８号 令和４年度美幌町病院事業会計決算認定について 

 日程第２０ 意見書案第８号 軽油引取税の課税免除特例措置の継続を求める意見書につい

て 

 日程第２１ 意見書案第９号 肥料・燃油などの生産資材等高騰対策の強化を求める意見書

について 

 日程第２２ 意見書案第１０号 国土強靱化に資する社会資本整備等に関する意見書について 

 日程第２３ 報告第 ７号 健全化判断比率について 

 日程第２４ 報告第 ８号 資金不足比率について 

 日程第２５ 報告第 ９号 放棄した債権の報告について 

 日程第２６ 報告第１０号 令和４年度教育委員会の主な事務の管理及び執行状況の点検 

              ・評価の報告について 
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 日程第２７ 報告第１１号 例月出納検査報告について（５月～７月分） 

 日程第２８ 議員の派遣について 

 日程第２９ 閉会中の継続調査について 

 

○出席議員 

     １番 木 村 利 昭 君  副議長 ２番 馬 場 博 美 君 

     ３番 横 山 清 美 君      ４番 髙 橋 秀 明 君 

     ５番 宮 崎 奈津江 君      ６番 上 杉 晃 央 君 

     ７番 稲 垣 淳 一 君      ８番 藤 原 公 一 君 

     ９番 伊 藤 伸 司 君     １０番 吉 住 博 幸 君 

    １１番 大 江 道 男 君     １２番 松 浦 和 浩 君 

    １３番 大 原   昇 君  議 長１４番 戸 澤 義 典 君 

 

○欠席議員 

なし 

 

○地方自治法第１２１条第１項の規定による出席説明員 

  美 幌 町 長        平 野 浩 司 君 
教 育 委 員 会        
教 育 長 

矢 萩   浩 君 

  監 査 委 員        西 村 与志博 君   

 

○地方自治法第１２１条第１項の規定による出席受任説明員 

副 町 長        髙 﨑 利 明 君 総 務 部 長        那 須 清 二 君 

町民生活部長 関   弘 法 君 福 祉 部 長 河 端   勲 君 

経 済 部 長        後 藤 秀 人 君 建 設 部 長 遠 國   求 君 

病 院 事 務 長        但 馬 憲 司 君 事務連絡室長        横 山 聖 二 君 

会 計 管 理 者        田 中 三智雄 君 総 務 課 長 斉 藤 浩 司 君 

危機対策課長 多 田 敏 明 君 政 策 課 長 沖 崎 寿 和 君 

地方創生担当主幹 

兼デジタル推進主幹 
竹 下   護 君 財 務 課 長 吉 田 善 一 君 

町民活動課長 佐久間 大 樹 君 
戸籍保険課長 

選挙管理委員会事務局長 
佐々木   斉 君 

税 務 課 長 松 尾 まゆみ 君 社会福祉課長 水 上 修 一 君 

保健福祉課長 立 花 良 行 君 
農林政策課長 
農業委員会事務局長 

橋 本   勝 君 

耕地林務主幹 伊 藤   寿 君 農業振興主幹 午 来   博 君 

商工観光課長 鶴 田 雅 規 君 建 設 課 長 森 口 尚 博 君 

建 築 主 幹 宮 田 英 和 君 建築技術主幹 廣 田 吉 輝 君 

環境管理課長 影 山 俊 幸 君 上下水道課長 石 山 隆 信 君 

病院総務課長 以 頭 隆 志 君 地域医療連携課長 高 山 吉 春 君 

事務連絡室次長 藤 田 静 思 君 教 育 部 長 遠 藤   明 君 

学校教育課長 中 尾   亘 君 学校給食課長 片 平 英 樹 君 
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社会教育課長 浅 野 謙 司 君 スポーツ振興課長 弓 山   俊 君 

博 物 館 課 長 鬼 丸 和 幸 君 監査委員事務局長 小 室 保 男 君 

監査委員事務局次長 小 室 秀 隆 君   

 

○議会事務局出席者 

  

事 務 局 長 小 室 保 男 君 次 長 小 室 秀 隆 君 

議 事 係 長 高 田 秀 昭 君 庶 務 係 長 村 田   剛 君 

庶 務 係 金 子 未 准 君   
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午前１０時００分 開議   

 

◎開議宣告 

○議長（戸澤義典君） おはようございま

す。 

ただいまの出席議員は１４名でありま

す。定足数に達しておりますので、これか

ら令和５年第５回美幌町議会定例会第４日

目の会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（戸澤義典君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２５条

の規定により、１３番大原昇さん、１番木

村利昭さんを指名します。 

――――――――――――――――――― 

◎諸般の報告 

○議長（戸澤義典君） 諸般の報告を行い

ます。 

諸般の報告については、事務局長から報

告させます。 

○事務局長（小室保男君） 諸般の報告を

申し上げます。 

本日の会議につきましては、配信してお

ります議事日程のとおりであります。 

朗読については、省略させていただきま

す。 

次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましては、１

日目と同様でありますので、御了承願いま

す。 

以上で、諸般の報告を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 議案第３７号 

○議長（戸澤義典君） 日程第２ 議案第

３７号損害賠償の額の決定及び和解につい

てを議題とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

経済部長。 

○経済部長（後藤秀人君） 議案の４０ペ

ージをお開き願います。 

議案第３７号損害賠償の額の決定及び和

解についてを御説明申し上げます。 

町は、古梅ダム畑地かんがい施設で発生

した漏水事故の損害賠償の額を下記のとお

り決定し和解するため、地方自治法第９６

条第１項第１２号及び第１３号の規定によ

り、議会の議決を求める。 

令和４年１１月７日に発生いたしました

漏水事故により、町は被害者であります本

庄孝之様に損害を与えておりましたが、そ

の損害についてこのほど賠償額の合意をい

ただくことができました。 

このことに伴いまして、損害賠償の額と

和解に関する議決をお願いするものでござ

います。 

記以下につきまして、１、損害賠償の額

は２９５万９,０００円であります。 

２、損害賠償の相手方は、美幌町字報徳

４５７番地の６にお住まいの本庄孝之様で

あります。 

事故の概要は、令和４年１１月７日、月

曜日、午前９時頃、美幌町字報徳４６２番

地１５の圃場に埋設された、古梅ダム畑地

かんがい施設報徳第１幹線第８支線の漏水

事故により、圃場の洗掘及び土砂流亡によ

りのり面部を崩壊させたものでございま

す。 

今回の事故は、圃場内配管の劣化により

漏水したものと考えられ、漏水によって畑

に影響を及ぼした部分の復旧費は、免責の

１０万円を除き、町が加入しております賠

償責任保険での対応となります。 

以上、御説明申し上げました。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） これから質疑を行

います。 

６番上杉晃央さん。 

○６番（上杉晃央君） 損害賠償の額の中

身ですけれども、これはのり面部分の崩壊

の復旧だけなのか。それとも、それにプラ
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スしてなのか。分からないですけれども、

この時期、１１月に農産物の収穫があった

とすれば、その農産物の被害の補償とか、

そのようなものが含まれているのかどう

か、その辺の御説明をお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） 耕地林務主幹。 

○耕地林務主幹（伊藤 寿君） ただいま

の御質問にお答えいたします。 

こちらに植えられていた作物は緑肥で

す。ということで、補償の対象と捉えてお

りませんので含まれておりません。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

１３番大原昇さん。 

○１３番（大原 昇君） ここまでの補償

が決まるまでに１年間近くかかっているの

ですけれども、原因が明白であるにもかか

わらず、なぜ約１年間かかってようやく解

決できたのかなと思っていますが、その辺

の事情を教えていただきたいと思います。 

○議長（戸澤義典君） 耕地林務主幹。 

○耕地林務主幹（伊藤 寿君） ただいま

の質問にお答えいたします。 

事故発生から約９か月経過しているので

すけれども、まず一つは、施工業者に見積

りをとっておりまして、どのような形で復

旧するか、被害を受けた本庄様と調整する

時間、そこからの見積書が出てくるまでに

時間がかかっております。それと、損害賠

償保険に入っておりますので、保険会社で

の金額の査定期間、このようなものがかか

りまして、町としては見積書をすぐに保険

会社へ出しております。 

そこからの回答待ちでこのような時間に

なったというところでございます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） １３番大原昇さ

ん。 

○１３番（大原 昇君） 今、上杉議員が

聞いて、去年の場合は緑肥であるから余り

影響はなかったということです。のり面崩

壊した部分で、今年の作付け、仮にビー

ト、芋、小麦だとか、そのようなものを植

えるとした場所であれば、やはり、その辺

にも影響があったのかなと思いますが、そ

の辺の影響というのはなかったのでしょう

か。 

○議長（戸澤義典君） 耕地林務主幹。 

○耕地林務主幹（伊藤 寿君） ただいま

の質問にお答えいたします。 

のり面の修繕というところで、実際の畑

地部分に影響はなかったというところで

す。 

例えば、ほかに作物を植えたところで影

響が出るかというところでは出ていないと

聞いておりますので、よろしくお願いいた

します。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑ありま

せんか。 

１２番松浦和浩さん。 

○１２番（松浦和浩君） 関連ですが、供

用を開始してから相当経っていて、このよ

うな事件が起きました。現在、地中に埋ま

っているのですけれど、今後、それが判明

したり、確認したりするのは相当厳しいと

思います。 

 この間、この地区の何人かから同じよう

な話をされました。 

何十年も前の話ですけれども、そのとき

にその部分というのは、１０年後２０年後

どうなるのだという形で点検作業だとかは

行われたのかという質問をされましたの

で、お答えをお願いします。 

○議長（戸澤義典君） 耕地林務主幹。 

○耕地林務主幹（伊藤 寿君） ただいま

の質問にお答えいたします。 

設置後２０年ほど経過しておりまして、

機能保全計画といたしまして、全体を見て

機能保全診断を行っているところでありま

す。 

こちらで行ったのは、まず、目視できる

部分、弁類は地上にも出ている部分がござ

いますので、そこの中でさび等があるかな
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いかという劣化具合は判断できます。 

埋設管につきましては、基本的には地上

に出ている漏水があるかないかだとか、そ

のような部分を早急に発見することが、今

できることなのかなと思っております。 

年数が経過することによって、当然、管

の布設替えが必要になってくると思います

が、耐用年数４０年というところでいく

と、使用期限が来ているものでもありませ

ん。 

今後は、そのような課題が出てくるかも

しれませんが、今のところは漏水を早急に

発見することで損害を少なくするというこ

とに努めていくと考えておりますので、御

理解をお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑ありま

せんか。 

１０番吉住博幸さん。 

○１０番（吉住博幸君） この現場の状況

写真は見させていただきました。 

たまたま私、畑かん技士という資格も持

っていて、その観点で見ています。 

言葉では畑かんの管、普通は管工事も含

めて、このような原因が想定されると思い

ます。 

畑かんの場合、もともとの地盤を掘削し

て施工するのが通常ですが、今は何と言う

のでしょう、均平といって、盛土の上に合

った配管だったのかによって原因の特定が

できる。 

例えば、不等沈下が先にあって管の接続

部分が不等沈下によって落ちることで漏水

したのか、結果として漏水もあったと思う

のですけれども漏水が先なのか、そのよう

な要素の経過は確認されているのでしょう

か。 

と申しますのは、この畑かん事業、古梅

ダムから相当の延長距離があります。今、

説明員が言ったように、今後もここばかり

ではなく、延長的には可能性として、それ

から、何十年前のことだからという説明が

あったように、可能性としては逆に膨らん

でくると思うのです。 

管としての漏水が先だったのか、不等沈

下が先だったのかということの経過、もち

ろん、原因究明がしっかりされた上で和解

に至ったと思います。 

その原因究明はしっかりした考え方があ

ったと思いますので、その辺を説明してい

ただけないでしょうか。 

○議長（戸澤義典君） 耕地林務主幹。 

○耕地林務主幹（伊藤 寿君） ただいま

の質問にお答えいたします。 

地盤沈下等の確認があったかどうかとい

うところは確認をしておりませんが、破損

した部分を見る限りは、管の継ぎ手部分の

経年劣化による水漏れが原因と捉えており

ますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸君） 今度は仕組みの

話です。 

このような事故は起きないほうがいいの

ですけれども、工事費という意味で、美幌

町が掛けている保険で対応すると。 

町長、国との関係で、この事業は国が主

体でやってくれたと思ってはいますけれど

も、やはり、これは美幌町の財産管理も含

めた所有物という認識で。所有物だから責

任があるという話です。 

その辺おさらいになりますけれども、町

長、いま一度、国との関係を教えていただ

けないでしょうか。 

○議長（戸澤義典君） 町長。 

○町長（平野浩司君） もともと、この古

梅ダムについては国営事業でやらせていた

だいております。 

それは、あくまでも国に施工していただ

くということで、実際には今、大空町と美

幌町で協議会をつくって、その管理をしっ

かりさせていただいている状況でありま

す。 

今回のように、この施設において事故等

が生じた場合にはそれぞれ、美幌町で起き
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た場合には美幌町が、大空町で起きた場合

には大空町が、起きた場合の範囲において

はそれぞれの施設の修繕をするという形で

今、進めさせていただいております。 

本体、ダム自体の水源部分については、

当時のお互いの受益面積の案分で負担をし

て管理しているというのが実態でありま

す。 

先ほど言いましたけれど、管自体の耐用

年数はありますが、経年劣化が見られる部

分については、今、両町で管理をお願いし

ている団体に、国の事業を使って年次的に

更新できるものは更新して、なるべくこの

ような事故がないように努力している状況

ではあります。 

ですが、今回このような事故が起きて、

管の劣化によって漏水したということで報

告を受けております。 

その補償を相手方にきちんとさせていた

だきたいという提案でありますので、よろ

しくお願いします。 

それは、町の財産として管理させていた

だいています。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

１番木村利昭さん。 

○１番（木村利昭君） 確認です。 

この事故が起こって、しっかり被害者、

相手方に賠償する。これは、きちんとした

対応で問題ないかと思います。 

経済教育常任委員会でも２度ほど説明を

受けていたかと思いますが、今の説明もい

ただいた上での確認だったのですけれど

も、先ほど主幹は、耐用年数４０年とおっ

しゃっておりました。 

耐用年数４０年の中で今回、接続部分の

経年劣化、要は、地盤の関係とかそのよう

なところもあるのかなと思います。 

いずれにしても、その耐用年数４０年と

いう中で、経年劣化で被害が起こったとい

うのは、私の中で何かつじつまが合わない

なと思ったので説明いただきたいです。 

また、地盤が動くことによって、接続部

分ではこのような事故が起こりやすいのか

なというところにおいて、そもそもこの接

続工事で大丈夫だったのかどうか。 

何が言いたいかというと、業者が適切な

工事ができていたのかどうかというところ

を確認したいのですが。 

○議長（戸澤義典君） 耕地林務主幹。 

○耕地林務主幹（伊藤 寿君） ただいま

の御質問にお答えいたします。 

まず、管の耐用年数４０年というところ

で、この年数で破損するのがいいのかどう

かという部分なのですけれども、老朽化で

はなく経年劣化というところで、継ぎ手の

部分はＦＲＰ製なのですが、例えば、畑か

んを使用するときだとかの開閉に伴う振動

だとか、そのようなものが長年積み重なっ

てそこから細かいひびが入って水が漏れて

いくというようなことが、ほかのところで

も見たことがあります。 

ここも同じような原因なのではないかと

考えております。 

地盤沈下があったかどうかという部分

は、それが原因だと分かっていないところ

でありますので、今のところ言えるのは、

その部分の経年劣化なのかなと思っており

ます。 

○議長（戸澤義典君） １番木村利昭さ

ん。 

○１番（木村利昭君） ごめんなさい、私

の表現がちょっと悪かったです。 

今、地盤沈下というよりかは経年劣化だ

とおっしゃいましたけれども、ここにひび

が入ってというお話だと思うのですが、そ

れは多分、最初の段階である程度想像がつ

く部分だと思います。 

それに対して対策をした上で、しっかり

施工して納めるということが必要なのでは

ないのかなと思うのです。 

管が４０年であれば、その辺りの対処を

して工事をしなければいけないのかなと。 

ごめんなさい、素人的な考えなのです
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が、そのように思うのです。 

全て町が悪いみたいな話になるのが、私

はどうなのかなというところで確認をした

いと思っていますが、その辺りはどうです

か。 

○議長（戸澤義典君） 耕地林務主幹。 

○耕地林務主幹（伊藤 寿君） ただいま

の質問にお答えいたします。 

工法等につきましては、当時、ここは道

営事業で施工されているところであると思

うのですが、当然、適正な検査と適正な設

計の基に施工されておりますので、そこの

部分は問題ないのかなと思っております。 

ただ、もう２０年経過しているというと

ころでは、そこの施工部分に瑕疵があるか

どうかは言えない部分であります。 

また、今回の事故の原因となる部分は、

あくまでもそこの漏水によって畑部分、圃

場に損害を与えたというところで、そこを

管理している町が損害賠償責任を負うとい

うことになるのかと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、議案第３７号損害賠償の額の

決定及び和解についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（戸澤義典君） 起立多数です。 

したがって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第３ 議案第３８号 

○議長（戸澤義典君） 日程第３ 議案第

３８号北海道市町村職員退職手当組合規約

の変更についてを議題とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

総務部長。 

○総務部長（那須清二君） 議案書４１ペ

ージになります。 

議案第３８号北海道市町村職員退職手当

組合規約の変更について御説明を申し上げ

ます。 

地方自治法第２８６条第１項の規定によ

り、北海道市町村職員退職手当組合規約を

次のとおり変更する。 

記以下につきましては、参考資料により

御説明いたしますので、参考資料の３ペー

ジをお開き願います。 

資料２、議案第３８号関係。 

北海道市町村職員退職手当組合規約の変

更について。 

変更目的でございますが、新規に加入す

る団体が生じたことから、規約を変更しよ

うとするものであります。 

北海道市町村職員退職手当組合につきま

しては、職員に対する退職手当の支給に関

する事務を共同処理し、職員の福祉の増進

を図るとともに市町村財政の安定化に寄与

することを目的に設置された一部事務組合

であります。 

変更内容でありますが、組合を組織する

団体に後志広域連合を追加いたします。 

なお、参考資料の４ページに規約の新旧

対照表を掲載しておりますので、御確認を

いただければと思います。 

根拠法令は地方自治法。 

施行日は総務大臣の許可の日でありま

す。 

以上、議案第３８号について御説明を申

し上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第３８号北海道市町村職

員退職手当組合規約の変更についてを採決
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します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（戸澤義典君） 起立多数です。 

したがって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第４ 議案第３９号 

○議長（戸澤義典君） 日程第４ 議案第

３９号美幌町子ども医療費助成に関する条

例の一部を改正する条例制定についてを議

題とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

福祉部長。 

○福祉部長（河端 勲君） 議案書４２ペ

ージになります。 

議案第３９号美幌町子ども医療費助成に

関する条例の一部を改正する条例制定につ

いて御説明を申し上げます。 

美幌町子ども医療費助成に関する条例の

一部を改正する条例を次のように制定しよ

うとする。 

記以下につきましては、参考資料により

御説明いたしますので、参考資料の５ペー

ジをお開きいただきたいと思います。 

資料３、議案第３９号関係。 

条例名は省略させていただきます。 

改正の目的でございますが、子育て環境

を充実させるために助成内容を見直し、子

育て世代の経済的負担の軽減を図るもので

ございます。 

改正内容でありますが、子供に係る医療

費のうち満３歳から満１５歳までの課税世

帯に属する子供の医療費につきまして０.５

割の自己負担ということになってございま

すが、これを廃止し全額助成しようとする

ものでございます。 

なお、重度心身障がい者及びひとり親家

庭等医療費のうち子供に係る分につきまし

ても、同様に一部自己負担を廃止いたしま

すが、この分につきましては規則による規

定となってございますので、今回議案とし

ては上程させていただいておりません。 

なお、参考資料６ページに新旧対照表を

添付してございますので、御参照いただけ

ればと思います。 

施行日は令和６年２月１日でございま

す。 

以上、議案第３９号について御説明いた

しました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） これから質疑を行

います。 

６番上杉晃央さん。 

○６番（上杉晃央君） 今回の条例改正

は、平野町長の安心して子育てできる支援

ということで、平野町長時代から子供の医

療費を無償化するということは、町にとっ

ても多くの住民が望む懸案事項でありまし

た。 

今回、満３歳から満１５歳までの課税世

帯が今まで負担していた０.５割の部分が、

来年の２月以降は解消されるということで

すから、その意味では多くの町民が待ち望

んでいたことだろうと思います。 

土谷町長時代の施策がホップだとすれ

ば、今回、平野町長はステップになるのだ

と思います。 

それで、平野町長が施策として町民の皆

さんに約束している高校生までの無償化と

いうことを、いつの時期にジャンプとして

やっていくのか。 

この条例の提案に当たってどのような検

討がなされて、そして、高校生までの実施

のめどというのはいつ頃までに立てるの

か、その辺の考え方があればお聞かせいた

だきたいと思います。 

○議長（戸澤義典君） 福祉部長。 

○福祉部長（河端 勲君） 年齢要件の拡

大についての御質問でございます。 

今回、現行の中学生までということで条

例改正を上程させていただいております
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が、高校生までの拡大ということも視野に

は入れてございます。 

この事業、少子化対策にもつながるもの

でございまして、恒久的な事業になるもの

と認識をしているところでございます。拡

充した後に縮減とはならない性質のもので

ございますので、次年度以降の事業化に関

しましては、町長、総務部と財源確保を含

めて、その事業の在り方をしっかり検討し

た上で進めたいと考えてございます。 

実施につきましては、協議を経た上で令

和６年のしかるべき時期、なるべく早いう

ちに事業化して取り進めたいと考えており

ますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ６番上杉晃央さ

ん。 

○６番（上杉晃央君） そうしますと、こ

の表現が適当かは別にして、１５歳までの

課税世帯がステップアップだとすれば、今

の部長の答弁だと、ジャンプは間違いなく

令和６年度中に１８歳までの拡大というこ

とで、新たに条例提案するために必要な予

算の提案がされると、平野町長、確認して

よろしいでしょうか。 

○議長（戸澤義典君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今、担当から御説

明させていただいたとおり、私の公約とし

て早い時期に実施してほしいという話を担

当、それから、財政とも詰めておりまし

た。 

残念ながら、どうしても事務手続等があ

って難しいということで、まずは中学生ま

でさせていただくと。 

今、答弁の中で、次は高校生までという

話があったので、それは令和６年度の早い

時期というお話をさせていただきました。 

はっきり申し上げますと、受給者証の切

り替え時期が毎年８月でして、今、私から

リクエストしているのは、３月に提案して

８月の切替え時期に何とか高校生まででき

ないかということで指示を出しておりま

す。 

そのことに対して今、担当でどう取り組

むかということで、かなりペースを上げて

その取組方法を調整しているところであり

ます。 

先ほど、令和６年度の早い時期というこ

とで担当から説明させていただきましたけ

れども、私としてのリクエストですから、

その努力は担当としっかりしていきたいと

思っています。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑ありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、議案第３９号美幌町子ども医

療費助成に関する条例の一部を改正する条

例制定についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（戸澤義典君） 起立多数です。 

したがって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第５ 議案第４０号 

○議長（戸澤義典君） 日程第５ 議案第

４０号美幌町農地及び農業用施設災害復旧

事業分担金徴収条例の制定についてを議題

とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

経済部長。 

○経済部長（後藤秀人君） 議案書の４３

ページになります。 

議案第４０号美幌町農地及び農業用施設

災害復旧事業分担金徴収条例の制定につい

て御説明申し上げます。 

美幌町農地及び農業用施設災害復旧事業

分担金徴収条例を次のように制定しようと

する。 

記以下につきましては、参考資料で御説

明いたしますので、参考資料の７ページを
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お開き願います。 

資料４、議案第４０号関係でございま

す。 

制定目的でございますが、７月１３日の

豪雨により被害を受けた農地及び農業用施

設の災害復旧事業を実施するに当たり、復

旧費用の一部を受益者から分担金として徴

収するため、条例を制定しようとするもの

でございます。 

今回の豪雨災害のうち農地等の被害件数

は４９件となっており、そのうち、復旧に

かかる事業費が４０万円以上で国の補助事

業の対象となるものが４件となっておりま

す。 

この補助事業は、現時点の補助率を 

８０％と見込んでおり、残りの１８％を町

が、２％を受益者が負担することとなりま

すが、この受益者負担分を徴収するために

は条例が必要となります。 

なお、他の事業における分担金徴収条例

は既に本町にも制定されておりますが、今

回、適用となる補助事業につきましては本

町では初めてとなることから、新たに徴収

条例を制定し議会の議決を求めるものでご

ざいます。 

制定内容でございますが、第１条は本条

例の趣旨を、第２条は徴収の対象者を規定

しております。第３条は分担金の額につい

て、第４条は分担金の賦課と徴収時期につ

いて規定しております。第５条は急施の場

合の特例として、災害のため急速に災害復

旧事業を行う必要がある場合に、町が応急

工事計画を定めてその費用負担を求める場

合、土地改良法の規定に基づき徴収を受け

るべき者の３分の２以上の同意を得ること

を規定しております。第６条は分担金の減

免規定を、第７条は延滞金の徴収につい

て、第８条は規則への委任について規定を

しております。 

根拠法令は、農林水産業施設災害復旧事

業費国庫補助の暫定措置に関する法律及び

土地改良法並びに地方自治法でございま

す。 

施行日は公布の日から施行し、令和５年

７月１３日から適用といたします。 

以上、御説明申し上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第４０号美幌町農地及び

農業用施設災害復旧事業負担金徴収条例の

制定についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（戸澤義典君） 起立多数です。 

したがって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第６ 議案第４１号 

○議長（戸澤義典君） 日程第６ 議案第

４１号令和５年度美幌町一般会計補正予算

（第５号）についてを議題とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

総務部長。 

○総務部長（那須清二君） 議案書４５ペ

ージになります。 

議案第４１号令和５年度美幌町一般会計

補正予算（第５号）につきまして、御説明

を申し上げます。 

令和５年度美幌町の一般会計補正予算

（第５号）は、次に定めるところによる。 

今回の補正は、新型コロナウイルス感染

症対応地方創生臨時交付金を活用した事業

の追加、７月１３日発生の大雨に係る災害

復旧経費、公共交通運転手確保対策に係る

支援の経費のほか、企業版ふるさと納税に

係る積立金などを追加しようとするもので

あります。 

歳入歳出予算の補正。 
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第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ１億７,２３３万７,０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ１２６億８,２８９万円とする。 

第２項につきましては、事項別明細書に

より御説明いたします。 

地方債の補正。 

第２条、地方債の変更及び追加は、第２

表、地方債補正により御説明いたしますの

で、４８ページをお開き願います。 

第２表、地方債補正。 

１段目の医療従事者就業支援等補助事業

は、財源振替に伴う予算の経理で１０万円

を減額し、補正後の限度額を８００万円と

いたします。 

過疎対策事業債の借入れを予定してお

り、充当率は１００％、交付税措置率は 

７０％であります。 

２段目の水道施設等耐震化事業は、補助

対象経費の見直しにより水道管路耐震化事

業に係る出資金が増となるもので、限度額

を補正前の３,３４０万円から補正後の 

４,６９０万円へ１,３５０万円を増額し、

一般会計出資債の借入れを予定しており、

充当率は１００％、交付税措置率は５０％

であります。 

３段目の農業生産基盤整備事業は、道営

土地改良事業費の変更に伴いその財源を地

方債に求めるもので、限度額を補正前の 

２,３７０万円から補正後の２,７００万円

へ３３０万円を増額し、過疎対策事業債の

申請を予定しております。 

４段目の団体営土地改良事業は、基幹水

利施設管理経費の変更に伴いその財源を地

方債に求めるもので、限度額を補正前の 

１,５２０万円から補正後の１,５４０万円

へ２０万円を増額し、過疎対策事業債の申

請を予定しています。 

５段目の緊急自然災害防止対策事業は、

福豊川幹線排水路復旧に係る財源を地方債

に求めるもので、新たに限度額を２,５００

万円に設定いたします。 

緊急自然災害防止対策事業債の申請を予

定しており、充当率は１００％、交付税措

置率は７０％であります。 

６段目の農地災害復旧事業は、７月１３

日発生の大雨に伴う農地災害復旧に係る国

庫補助残の財源を地方債に求めるもので、

新たに限度額を３６０万円に設定いたしま

す。 

農地災害復旧事業債の申請を予定してお

り、充当率は９０％、交付税措置率は９

５％であります。 

１番下の公共土木施設災害復旧事業は、

同じく７月１３日発生の大雨に伴う補助災

害復旧事業及び一般単独災害復旧事業で、

補助災害復旧事業としては、豊富外８７５

号道路の道路陥没に係るもので、国庫補助

５分の４の補助残の財源を地方債に求めま

す。 

限度額が３２０万円、充当率は 

１００％、交付税措置率は９５％でありま

す。 

一般単独災害復旧事業としては、道路、

橋梁が全９路線で限度額が４,６５０万円、

河川が、女満別川及び田中川の法面流出の

復旧で限度額が１００万円、充当率は 

１００％、交付税措置率は４７.５％であり

ます。 

補助及び単独事業債、合計で５,０７０万

円の申請を予定しております。 

補正後の地方債の総額につきましては、

下段に記載のとおり８億６７８万７,０００

円となります。 

次に、事項別明細書の歳出から御説明い

たしますので、５６、５７ページをお開き

願います。 

３、歳出。 

増額となる項目を中心に御説明させてい

ただきます。 

２款総務費、１項、１目一般管理費、

２、人事管理事務費の増のうち業務等委託

料、人事給与システムプログラム改修委託

料１８７万円は、地方公務員の定年につい
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て国家公務員と同様に段階的に引上げ６５

歳としたことに伴い、人事給与システムプ

ログラムの改修を行うものでございます。 

２款総務費、１項、５目企画費、１、政

策推進事業費の増のうち積立金１,０００万

円は、６月１３日に株式会社三共後藤建設

様から、企業版ふるさと納税により町制施

行１００周年を迎えた美幌町のために役立

ててほしいと１,０００万円の御寄附がござ

いましたので、今後の町政推進に活用する

ためふるさとづくり基金へ積立てをいたし

ます。 

新たな関係人口、交流人口の創出や町制

施行１００周年記念事業基本方針にある、

未来を担う次世代へつながる取組に沿った

事業を今後精査の上、令和６年度以降に活

用したいと考えております。 

なお、参考資料１０ページ、資料６に基

金の年度末予定残高を掲載しておりますの

で、後ほど御確認いただければと思いま

す。 

中段の６目辺地対策費、１、生活バス路

線等維持事業費の増、業務等委託料、石北

本線利用促進業務委託料６３万円は、令和

４年度から石北本線の利用促進を図るた

め、往復特急乗車券に対し３,０００円及び

事務手数料を助成する事業で、観光物産協

会に事務を委託しております。 

当初１００人分を計上していたところで

すが、７月末までの実績により年間３００

人と見込み増額するものであります。 

その下、補助金、公共交通運転手育成支

援金６０万円は、令和４年度より地域公共

交通の担い手育成及び維持確保を図るた

め、大型、中型、普通、第２種免許の取得

費用に対し１５万円を限度に２分の１を助

成する事業ですが、当初予算２名に対し既

に２名の実績があったことから、今後の申

請を４名見込み増額するものでございま

す。 

その下、公共交通運転手採用支援金８８

万円は、全国的に公共交通の運転手が不足

している中、特に、バスの運転手不足は深

刻な状況となっていることから、公共交通

運転手確保に係る支援策として、運転手採

用に係る経費の一部を支援する事業を新た

に実施するものです。 

一つ目として、広告料及び就職相談会参

加に係る交通事業者負担経費の１５万円を

限度に２分の１を支援するもので、４社を

見込み６０万円を、もう一つは、運転手の

採用に係る面接旅費で交通費及び宿泊費等

の交通事業者負担経費の２分の１以内を支

援するもので、道外、道内それぞれ４名を

見込み２８万円を、合計で８８万円を計上

しています。 

その下、公共交通運転手住宅準備支援金

１６０万円は、町内公共交通事業者に従事

するための運転手の町内居住に係る経費の

一部を支援する事業を新たに実施するもの

です。 

住宅準備支援金として、家賃１か月分、

敷金礼金、転居費など２０万円を限度に支

援するもので、８名分を見込み１６０万円

を計上しています。 

下段の９目財政調整等基金費、１、財政

調整等基金積立金の増、積立金３０万円

は、６月２３日、東京美幌会会員で埼玉県

さいたま市にお住まいの湯澤幸子様から、

町のために役立ててほしいと３０万円の御

寄附がございましたので、財政調整基金へ

積立てをいたします。 

１１目諸費、３、過年度税等還付金の

増、償還金利子及び割引料２００万円は、

個人及び法人町民税における大口還付の実

績見込みによる増額です。 

５８、５９ページをお開きください。 

３款民生費、１項、３目高齢者福祉費、

８、介護保険特別会計負担事業費の増、償

還金利子及び割引料６万９,０００円は、令

和４年度保険料軽減費負担金の国庫負担金

の確定に伴う負担金の返還金であります。 

５目障害福祉費、３、障害者自立支援事

業費の増、償還金利子及び割引料 
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１,８９９万１,０００円は、令和４年度障

害福祉サービス給付費等の国庫・道費負担

金及び地域生活支援事業費の国庫補助金の

確定に伴う補助金、負担金の返還金であり

ます。 

次に、２項児童福祉費、１目児童福祉総

務費、１、児童福祉事務費の増、償還金利

子及び割引料６０万６,０００円は、令和４

年度における子育て関連交付金の国費・道

費負担金、補助金の確定に伴う返還金であ

ります。 

次の６、子育て世帯生活支援特別給付金

給付事業の増、４,１２２万８,０００円

は、新型コロナウイルス感染症対応地方創

生臨時交付金の推奨事業メニュー分が追加

配分されたことから、物価高騰に直面する

子育て世帯に対し、児童１人当たり２万円

の給付金を支給するための予算計上になり

ます。 

国及び北海道は、住民税均等割が非課税

の子育て世帯に対し、児童１人当たり合わ

せて５万円を支給する生活支援事業を実施

していますが、課税世帯は給付金の対象外

となっております。 

しかしながら、物価高騰の影響は全ての

子育て世帯に及んでいますので、町独自の

施策といたしまして住民税の課税世帯に対

し、児童１人当たり２万円を支給すること

で子育て世帯の生活を支援いたします。 

支給対象は、令和５年度分の住民税が課

税されている子育て世帯で１８歳未満の児

童が対象となりますが、令和６年２月末ま

でに生まれる新生児も対象とします。 

給付に必要な事務費を計上するほか、対

象児童を２,０００人と見込み、交付金とし

て４,０００万円を計上いたします。 

下段の４款衛生費、１項、１目保健衛生

総務費、２、子ども医療費助成事業費の

増、印刷製本費４万１,０００円は、子育て

世帯の経済的負担を軽減し子育て環境の充

実を図るため、自己負担分０.５割が生じて

いる満３歳から満１５歳、中学校卒業まで

の住民税課税世帯に属する受給資格者の医

療費について、令和６年２月診療分から健

康保険適用後の自己負担額を全額助成する

ため、受給者証の再交付に係る印刷製本費

となります。 

その下、償還金利子及び割引料 

２万８,０００円は、令和４年度未熟児養育

医療費等の国庫負担金の確定に伴う返還金

であります。 

３、他会計負担金事業費の増、投資及び

出資金１,３５０万円は、水道事業会計にお

ける水道管路耐震化事業の補助対象経費の

精査に伴う生活基盤施設耐震化等交付金の

減により、補助残の４分の１を一般会計か

ら出資するもので、出資金が増となったこ

とによる増額です。 

６０、６１ページをお開きください。 

４目環境保全推進費、３、花樹育苗セン

ター管理運営事業費の増、４９万５,０００

円は、花苗を育てているハウス内に設置し

ているボイラー３台に不具合が生じている

ことから、更新を行うものです。 

２項清掃費、１目塵芥し尿処理費、３、

ごみ処分場維持管理事業費の増、負担金、

生活環境影響調査業務負担金 

１５５万７,０００円は、斜網地区新中間処

理施設整備に当たり、資材の調達遅れや工

期の延びが予想されていることを考慮し、

令和６年度に発注を予定していた生活環境

影響調査のうち、大気質調査及び地上気象

調査の一部を令和５年度に前倒して実施す

ることによる負担金で、全体事業費 

５２６万８,０００円のうち、美幌町負担分

２９％を負担するものです。 

６款農林水産業費、１項、４目農業振興

費、１、農業振興事業費の増、補助金、肥

料価格高騰対策支援金１,５５０万円は、新

型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時

交付金の推奨事業メニュー分が追加配分さ

れたことから、コロナ禍における肥料価格

高騰の影響を受ける農業者に対し支援を行

い、町内の農業経営の安定化を図るもので
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す。 

令和４年度の肥料価格高騰対策として、

国による費用価格上昇分の７割、町が上乗

せで０.５割を支援する事業を実施していま

すが、支援金算定に用いる価格上昇率を全

国一律で４割増と決定されたことから、畑

作産地の実情である７割増との差、３割に

対して０.５割の支援を行うもので、販売実

績のある農業者３４０戸を対象戸数として

見込んでおります。 

その下、５目畜産業費、１、畜産振興事

業費の増、補助金、酪農経営安定対策支援

金６４８万円は、同じく新型コロナウイル

ス感染症対応地方創生臨時交付金の推奨事

業メニュー分が追加配分されたことから、

コロナ禍における生乳需要の減少や飼料価

格高騰及び電気代の値上げなど、厳しい経

営環境に置かれている酪農家の牛の飼育頭

数に対し定額で支援するもので、経産牛１

頭当たり７,２００円を９００頭、全１４戸

を対象戸数として見込んでいます。 

次の６目農地費、２、道営土地改良事業

費の増、４５５万６,０００円は、記載の３

地区の事業費変更に伴う分担金の補正であ

ります。 

次の２、団体営土地改良事業費の増、工

事請負費、農業用水路復旧工事２,５００万

円は、福豊川幹線排水路復旧に係る復旧工

事で、緊急自然災害防止対策事業債を活用

し、実施します。 

なお、工事概要につきましては、後ほど

参考資料により経済部から御説明を申し上

げます。 

６２、６３ページをお開きください。 

１０款教育費、５項保健体育費、２目体

育施設費、１、屋内体育施設維持管理事業

費の増、庁用備品６万５,０００円は、７月

１２日、美幌町民親睦ゴルフ実行委員会様

からスポーツ振興に役立ててほしいと、 

６万５,０００円の御寄附がございましたの

で、屋内外のイベントで使用できるワンタ

ッチテント１張を購入いたします。 

次の３目学校給食センター費、１、学校

給食運営事業費の増、 

１,１５３万３,０００円は、新型コロナウ

イルス感染症対応地方創生臨時交付金の推

奨事業メニュー分が追加配分されたことか

ら、物価高騰による家計への影響を受けて

いる子育て世帯の負担を軽減するため、学

校給食費の一部を支援するものです。 

学校給食費につきましては、令和２年度

から第３子以降の小中学校給食費の無償化

を実施していますが、第１、第２子につき

まして、令和５年１０月から令和６年２月

までの納期となる学校給食費の２分の１を

支援します。 

対象事業は、町外通学者３名を含み 

９００人を見込んで計上しております。 

中段の１２款職員給与費、１項、１目職

員給与費、１、職員給与支給事務費の増、

その他手当３４万８,０００円は、子育て世

帯特別給付金事務に係る職員の時間外勤務

手当の追加になります。 

２、会計年度職員給与支給事務費の増、

１１６万８,０００円は、福祉部において、

職員の退職に伴う配置職員に欠員が生じた

ため、会計年度任用職員を１名、６か月間

任用するための経費を計上いたします。 

下段の１４款災害復旧費、１項農林水産

業施設災害復旧費、１目農地災害復旧費、

１、農地災害復旧事業費の増、２,０１０万

円は、７月１３日発生の大雨に伴う農地災

害復旧事業に係る補助率増高申請に必要な

積算及び資料等の作成業務委託及び農地崩

落等による４か所の災害復旧工事です。 

農地災害復旧補助事業及び農地災害復旧

事業債を活用し、実施します。 

なお、工事概要につきましては、後ほど

参考資料により経済部から御説明を申し上

げます。 

６４、６５ページをお開きください。 

２項公共土木施設災害復旧費は、７月１

３日発生の大雨災害に係る道補助金及び地

方債の計上による財源振替となります。 
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次に、歳入について御説明いたしますの

で、５２、５３ページをお開き願います。 

２、歳入になります。 

１４款分担金及び負担金、１項分担金、

１目農林水産業費分担金２３３万６,０００

円のうち、説明欄に記載の上から三つの項

目につきましては、道営土地改良事業３地

区の事業費変更に伴う分担金の補正であり

ます。 

その下、農地災害復旧調査設計分担金 

１６０万円は、７月１３日発生の大雨に伴

う災害復旧に係る農地崩落等による災害復

旧調査設計費の受益者分担金で、調査設計

費に係る道補助金の補助率５０％の残額を

受益者負担金として負担いただくもので

す。 

その下、農地災害復旧費分担金４１万

円、同じく７月１３日発生の大雨に伴う災

害復旧に係る農地崩落等による災害復旧工

事の受益者分担金で、復旧工事に係る費用

の２％を受益者分担金として負担いただく

ものです。 

１６款国庫支出金６,７６０万円は、歳出

で御説明いたしましたそれぞれの事業の実

施に当たり、新型コロナウイルス感染症対

応地方創生臨時交付金を財源充当するため

の予算措置になります。 

本町には、新型コロナウイルス感染症対

応地方創生臨時交付金の推奨事業メニュー

分として８,２６２万６,０００円が追加配

分されましたが、このメニューに沿った四

つの事業を速やかに実施いたしたく、事業

実施のため活用するものでございます。 

なお、差引き１,５００万円余りが充当残

として残りますが、燃料・物価高騰の影響

を踏まえ、今後、活用を検討し改めて議会

の皆様に御提案したいと考えております。 

中段の１７款道支出金、２項道補助金、

４目農林水産業費道補助金８６万７,０００

円は、それぞれ説明欄に記載の事業費の変

更に伴う増額になります。 

８目災害復旧費道補助金３,０８０万円

は、７月１３日発生の大雨に伴う災害復旧

に係る補助金で、農地災害復旧事業費補助

金１,６４０万円、及び、その二つ下の公共

土木施設災害復旧事業費補助金１,２８０万

円については補助率８０％、真ん中の災害

復旧事業調査設計委託費等補助金について

は補助率５０％となります。 

１９款寄附金、１項、１目一般寄附金、

一般寄附金の増３０万円は、６月２３日、

埼玉県さいたま市在住の湯澤幸子様から町

制施行１００周年のお祝いとして、美幌町

に役立ててほしいと御寄附があったもので

す。 

その下、企業版ふるさと納税の増、 

１,０００万円は、６月１３日、株式会社三

共後藤建設様から１,０００万円の御寄附が

あったものです。 

４目教育費寄附金、保健体育費寄附金 

６万５,０００円は、７月１２日、美幌町民

親睦ゴルフ実行委員会様からスポーツ活動

の普及とスポーツ振興に役立ててほしいと

御寄附があったものです。 

５目衛生費寄附金、保健衛生総務費寄附

金１万７,０００円は、５月３１日、昭和５

７年度美幌医師会附属准看護学院卒業生一

同、代表、岡本光江様より、医療従事され

る方に役立ててほしいと１万７,０００円の

御寄附があったものです。 

今補正において、医療従事者就業支援事

業に充当させていただきます。 

２０款繰入金、１項基金繰入金につきま

しては、５４、５５ページをお開きくださ

い。 

１目財政調整基金繰入金３,６１４万 

９,０００円の減は、今回の補正予算の財源

調整による減額です。 

２２款諸収入、５項、５目雑入 

３０万１,０００円は、説明欄に記載の道費

負担金の額の確定により追加交付があった

ものです。 

２３款町債は、第２表地方債補正で御説

明いたしましたので、説明を省略させてい
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ただきます。 

以上、議案第４１号令和５年度美幌町一

般会計補正予算（第５号）につきまして御

説明を申し上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） 経済部長。 

○経済部長（後藤秀人君） 参考資料の８

ページをお開き願います。 

資料５、議案第４１号関係。 

農業用水路復旧工事及び９ページの農地

災害復旧工事につきまして御説明いたしま

す。 

まず、農業用水路復旧工事でございます

が、下段の工事概要を御覧ください。 

工事箇所は３か所ございますが、地区は

福住で、豊富から福住へ流れ美幌川に合流

する福豊川幹線排水路でございます。 

被災状況は、１番は河岸崩壊、２番は護

岸崩壊、３番は橋脚背面部の土砂流出で、

それぞれ復旧工事を行います。 

事業費は２,５００万円を計上しており、

財源は緊急自然災害防止対策事業債で、充

当率は１００％、後年度の元利償還金のう

ち７０％が交付税措置されます。 

次に、９ページを御覧ください。 

農地災害復旧工事でございますが、下段

の工事概要を御覧ください。 

工事箇所は４か所ございまして、被災状

況は、１番と２番は日並地区で農地崩落と

土砂流出、３番は福住地区で同じく農地崩

落と土砂流出、４番は豊富地区で土砂流

出、１番から３番は法面整形工と畑面整地

工、４番は畑面整地工を行います。 

事業費は２,０００万円を計上しており、

財源は国庫補助金として農地災害復旧事業

費補助金、補助率８０％で、補助残は１

８％が町債、２％が受益者負担分となりま

す。 

なお、町債は農地災害復旧事業債で充当

率は９０％、うち９５％が後年度の元利償

還金に対し交付税措置されます。 

以上、御説明申し上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） これから質疑を行

います。 

１０番吉住博幸さん。 

○１０番（吉住博幸君） まず、６１ペー

ジの上段にある委託料４９万５,０００円の

ことなのですが、趣旨からいって款、項、

目、節の部分。委託料ではなくて備品購入

とか、備品修繕とか、そのような項目に値

するのではないかということを委員会の説

明の中で言わせてもらいました。 

そのことを含めて総務部長にお聞かせ願

いたいのです。 

簡単に言えば、美幌町の施設のストーブ

の取替えですから、委託されている業者の

判断ではなくて設備管理だと私は思いま

す。 

今回ではなく今後、区分の仕方という意

味で指摘をしておきたいものですから、承

知願いたいと思います。これは、決して委

託料の区分ではないと。 

美幌町の施設のストーブの取替えなの

で、趣旨からいって、項目が違うのではな

いかという一言だけ。 

今、これを駄目だとか、いいだとか言う

つもりはありませんけれども、今後、その

ような扱いをしていただきたいということ

がまず１点。 

次、先ほど経済部長から農業用水路復旧

工事ということで説明がありましたが、福

豊川幹線排水路、簡単に言えば、発注に当

たって一本工事なのか、分けて出すのか。 

同じような趣旨で、次に説明を受けた農

地災害復旧工事、明らかに箇所が分かれて

いますよね。 

それについても、場所は点在しています

けれども一本工事で出すのか、その辺の仕

分はどのようになっているのか。 

あくまでも仕分です、発注の仕方の仕分

をお教え願いたいと存じます。 

○議長（戸澤義典君） 建設部長。 

○建設部長（遠國 求君） １点目の花樹
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育苗センター管理運営委託料の補正の内容

でございます。 

確かに、備品ということでボイラーの取

替えをするということでございますけれど

も、町所有の備品というより、受託業者に

ボイラーを御用意していただくということ

で、包括的委託という仕組みをとってござ

います。 

これは、従前から両者でそのような形態

をとっておりまして、仕様書の中で備品の

管理・修繕というのもうたわれておりま

す。 

本予算が認められましたら、委託業者と

打合せの上、委託契約書を変更し、委託業

者の業務の中において取替えをしていただ

くという予定となってございます。 

そのため、今回については委託料で計上

させていただいておりますので、御理解を

お願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） 経済部長。 

○経済部長（後藤秀人君） 災害復旧の工

事の関係で御説明申し上げましたが、農業

用水路復旧工事と農地災害復旧工事それぞ

れ１本工事ということで考えております。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸君） 説明員が建設部

だったので、今回はどうだこうだというこ

とではなくて、たまたまいろいろな意味で

勉強させてもらっている私個人が、その中

でやはり仕分というのが肝要かなと思って

います。 

消耗品程度であれば、委託経費の中で処

理すべき項目だということは分かるので

す。 

基本的に、備品含めて美幌町の施設の設

備の話ですので、従来のやり方もあるかも

しれませんが、もう一度、見直されたらい

かがかなというお話として受け止めておい

てください。 

議論をするつもりはありません。 

○議長（戸澤義典君） 暫時休憩します。 

再開は１１時２０分とします。 

午前１１時１０分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午前１１時２０分 再開 

○議長（戸澤義典君） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第６ 議案第４１号 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

８番藤原公一さん。 

○８番（藤原公一君） 私から１点だけ。 

議案書の６１ページ、ごみ処分場維持管

理事業費の増、生活環境影響調査業務負担

金の影響調査というのはどのような調査を

するのか。 

また、この調査地域はどこの地域を対象

にしているのか、教えていただければと思

います。 

○議長（戸澤義典君） 建設部長。 

○建設部長（遠國 求君） 生活環境影響

調査についてお答えいたします。 

廃棄物処分場を整備するに当たりまし

て、周辺住民への影響の調査をするという

ことでございまして、この地区につきまし

ては現在、斜網地区１市４町で計画してご

ざいます大空町東藻琴の地区でございま

す。 

内容につきましては、本来であれば、大

気質、水質、騒音、振動、悪臭等を調査す

るべきなのですけれども、令和１０年に供

用開始を予定してございますが、そのうち

調査に時間のかかる大気質、地上気象調査

を前倒して実施するものであります。 

前倒しで実施することによりまして約半

年、この調査は時間がかかるものですか

ら、供用開始に遅れが生じないように前倒

しをしたほうがいいと、コンサルから提案

がございました。 

このことを受けまして、斜網地区１市４

町で、それぞれの負担割合をもって協議会



 

－ 173 － 

に負担金を支出し、調査を委託するという

内容でございます。 

以上でございます。 

○議長（戸澤義典君） ８番藤原公一さ

ん。 

○８番（藤原公一君） 今、部長から東藻

琴地区で調査するということです。 

もともと東藻琴は焼却施設があると思う

のですけれども、このような調査は当然、

従前からやっていると思いますが、その

辺、再度調査するのかだけお教えくださ

い。 

○議長（戸澤義典君） 建設部長。 

○建設部長（遠國 求君） 議員おっしゃ

るとおり、現在も東藻琴地区に焼却施設が

ございまして、稼働しているところでござ

います。 

まだ、具体的な建設地は検討中でござい

まして、現在の焼却施設の付近に建設する

ということまでは決まっております。 

現在の焼却施設を建設するに当たりまし

て、当然、生活環境影響調査は実施してご

ざいますけれども、新たに設置する部分に

ついてもこのような調査をすることが義務

づけられておりますので、御理解をお願い

したいと思います。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

６番上杉晃央さん。 

○６番（上杉晃央君） ５７ページ、生活

バス路線等維持事業費の増、補助金、公共

交通運転手の確保ということで、町がこの

ような形で取り組むことは本当に重要なこ

とだろうと思います。 

一般質問の中でも数人の議員の皆さんか

ら、人材確保の困難性とか、そのようなお

話もありました。 

たまたま、北見市の新聞広告等を見ます

と、タクシー運転手の人材確保ということ

で、ハイヤー会社が直接、運転手になる方

に一定期間の賃金を補償したりするような

制度が載っていることがございます。 

例えば、美幌では、地元の関係事業者と

お話しする中で、このような町の支援のほ

かにハイヤー会社独自に人材確保という面

で賃金補償をするとか、そのようなことを

事業者で検討するようなお話が議論の中で

あったのかどうか。 

これは会社の経営状況などが違ってきま

すので、非常に難しいところはありますけ

れど、もし、あればお聞かせいただきたい

と思います。 

○議長（戸澤義典君） 町民活動課長。 

○町民活動課長（佐久間大樹君） ただい

まの御質問に答弁させていただきます。 

今回の新事業を検討するに当たって、交

通事業者とヒアリングを行いました。 

その中では、今、議員がおっしゃってい

たような賃金の補償について、今後やる予

定ですとか、今現在やっているという話は

ございませんでした。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑ありま

せんか。 

７番稲垣淳一さん。 

○７番（稲垣淳一君） 今の上杉議員と同

じく５７ページの委託料、生活バス路線

云々の中の石北線の利用関係６３万円であ

ります。 

３００人を見込むということで、年度当

初に３０万円みていたので合わせて９０万

円、３００人という計算だと思うのです

が、すみません、間違っていたら指摘して

ください。去年は３０万円をやっと使った

のかどうかというところだと記憶している

のですが、今年はこの時期で早速、倍の予

算づけをするということは、利用者が増え

ているということになると思いますけれど

も、その理由はどの部分にあるのか、お考

えをお示しください。 

○議長（戸澤義典君） 町民活動課長。 

○町民活動課長（佐久間大樹君） ただい

まの質問にお答えいたします。 

今回、利用者が増えた要因の一つとしま
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しては、今年度からＳきっぷとＲきっぷ、

往復の割引も対象にしたことによって大幅

に利用者が増えてきたということと、コロ

ナが５類に移行して観光客全体が増えてい

るということが要因だと考えております。 

○議長（戸澤義典君） ７番稲垣淳一さ

ん。 

○７番（稲垣淳一君） 私も利用した者の

一人としては大変ありがたいなと思い、車

内販売を利用した経緯もあるのですが、ち

なみにこのような補助制度はいつまで続け

るおつもりでしょうか。 

○議長（戸澤義典君） 町民活動課長。 

○町民活動課長（佐久間大樹君） いつま

でという期限は今のところ決めておりませ

んけれども、石北線の維持ということで、

近隣沿線自治体が一体となって石北線を支

援しておりますので、その動向も見極めな

がら検討してまいりたいと思っておりま

す。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

１３番大原昇さん。 

○１３番（大原 昇君） ５６ページ、辺

地対策費、生活バスの公共交通、それと、

６１ページ、環境保全推進費の花樹育苗に

ついてお聞きしたいと思います。 

まず最初に、５６ページ、５７ページの

石北線利用促進について、お伺いいたしま

す。 

大変無理な聞き方かなとは思うのですけ

れども、例えば、利用状況が増えればまた

補填するという思いだと思います。 

これは、思い切って美幌町のため、ある

いはＪＲ維持のためにも、今、請負してい

ただいている観光物産協会に、人件費とし

て一括で１００万円なら１００万円、ある

いは１５０万円なら１５０万円という形で

請負をお願いするという形はできないので

しょうか、まずこれが一つ。 

それと、公共交通の支援金の関係で、こ

れは大変ありがたいお話でありますけれど

も、今、大型免許を持っている方に対して

の支援だと思っているのです。 

これは、その前の育成をするという思い

で、今、普通車、中型車、大型車となって

いますけれども、その大型車の免許を取る

ための補助金という形もどこかで考えるこ

とはできないでしょうか。 

それと、環境保全推進費。 

これも的外れなお話ですが、環境保全と

いうことでお聞きください。 

ボイラーはちょっとずれているから、そ

れは違うぞということであれば、答弁はし

なくてもよろしいです。 

今、育苗センターにはハウスが５棟あり

ます。そして、一番奥のほうが丘になって

いて、町有地があるのです。あの育苗セン

ターの入り口が非常に狭い。 

私も今年３回ぐらい行かせていただきま

した。その３回とも必ず中から出てくる

人、あるいは、僕が行くときは向こうから

出てくる人、そして、農家の方たちが下に

畑をつくりますので、３回ともぶつかった

のです。ということは、ハウスのほうに入

る方たちがもう一度バックをしている。そ

のような不便なところもありますので、そ

れであれば、思いっ切り一番奥の小高いと

ころ、使っていないところを平らにして、

ハウス全体を女満別側、網走側のほうにず

らすというお考えはできないでしょうか。 

もし、予算と関係ないので答弁できない

というのであればそれでよろしいですけれ

ども。 

○議長（戸澤義典君） 町民活動課長。 

○町民活動課長（佐久間大樹君） ただい

まの質問に答弁させていただきます。 

石北線のＪＲの利用促進策ということで

３,０００円を補填している事業でございま

すが、現在、観光物産協会に委託している

状況でございます。 

観光物産協会には、手数料も含めて委託

料を支出している状況でございますので、

御理解いただければと思っております。 
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○議長（戸澤義典君） １３番大原昇さ

ん。 

○１３番（大原 昇君） 今、手数料も払

っていると。なので、このようにまた利用

者が増えれば、また支払うという形になる

のでしょう。 

であれば、そのようなものをなくして。

いや、できないのであればできないでいい

のです。観光物産協会とのお話合いになる

と思うのです、経費上はいろいろあります

から。 

一括で、一年なら一年の人件費という形

で払っていったほうが、うちらとしては分

かりやすいような感じがするのです。 

ちょっと、説明の仕方が下手ですけれど

も、その辺を理解できるのであれば。 

駄目なら駄目でいいのです。その辺をも

う一度、答弁していただけますか。 

○議長（戸澤義典君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今のやり方は一定

の金額、利用される人数を想定し、お願い

して手数料を払っていると。 

今、大原議員からいただいたのは、途中

から補正するのであれば、予想する金額を

大きくしてそれをどんとお渡しして、それ

にかかるものはこの範囲で全部お願いしま

すよという提案だと思っております。 

ですから、そのやり方も可能なのですけ

れども、もし、今回想定する見込みが当初

からしっかりできれば、多分そのような御

質問はいただかなかったのかなと思ってい

ます。 

いずれにしても、これからは、予算の組

み方について少し余裕を持って組む努力を

するということと、今の手数料方式から提

案があったようなまとめて出して、その中

に経費も入るよという形にできるかどう

か。 

また、これは相手方の問題もありますの

で、いろいろ協議をさせていただきたいと

思います。 

御理解いただいてよろしいでしょうか。 

お願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） 副町長。 

○副町長（髙﨑利明君） 今の観光物産協

会の人件費についてだけもう一度、説明さ

せていただきます。 

観光物産協会補助金の中には、人件費を

補助対象として補助金を支払っています。 

今回払っているのは、人件費というより

もあくまでも手数料ということでございま

すので、その辺を御理解いただきたいと思

います。 

○議長（戸澤義典君） 町民活動課長。 

○町民活動課長（佐久間大樹君） 普通自

動車の免許をお持ちの方が、大型自動車の

免許を取得する費用ということの質問だっ

たと思いますけれども、現在、２種免許の

取得費用というのは補助しておりますが、

大型免許を取得する際の費用というのは補

助を行っていないのが現状でございます。 

今後、事業者と随時意見交換等をしてい

きたいと思いますので、そのようなニーズ

を把握しながら検討してまいりたいと思い

ます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） １３番大原昇さ

ん。 

○１３番（大原 昇君） これは、本当に

公共交通、バスあるいはタクシーの運転手

だけの話ではないのです。物流関係の全て

に関わってくるのです。 

ですから、これは美幌町だけでやる問題

ではないと思うのです。 

特に、北海道というのは、農産物の輸送

を全道挙げて、あるいは道が主体となって

やってくれるような話でなければならない

と、僕は認識しているのです。 

今、子供たちは車に関心がなくなってき

ているというのが現実であります。その中

でやはり、いかにして、お金がかからない

ように大型免許だけを取らせる。 

今、物流がどのぐらい大事なのかと、物

流というか人の流れなどもいろいろありま
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すから、そのようなものもいかに大事だか

というのを教えながら、業者といろいろお

話をしていって、そこまで必要ないという

のであればそれでおしまいになりますけれ

ども、ぜひともそのような話をしていただ

いて、前のめりで進めていただきたいなと

思っております。 

○議長（戸澤義典君） 町民生活部長。 

○町民生活部長（関 弘法君） 貴重な御

意見、大変ありがとうございます。 

公共交通事業にのみならず、いろいろ運

輸に関わる運転手不足というのは、町とし

ても認識しているところでございます。 

議員おっしゃるとおり、全体的な取組と

しての課題という認識を持ってございま

す。 

今回、予算では公共交通の部分に限って

の御提案をさせていただいてございます

が、今、議員からございました、例えば、

２種免許以前の大型免許の取得、こちらに

つきましては、美幌・津別地域季節労働者

通年雇用促進支援協議会の中で免許の取得

代、大型自動車免許、中型自動車免許ある

いは特殊免許、けん引免許、このようなも

のの助成を制度として用意されていると聞

いてございます。 

公共交通のみならず、このような免許取

得への支援というのは様々な形であります

ので、幅広く周知も徹底していきたいと思

ってございますし、特に、また今後の若い

世代に対してもしっかりとこの運輸に対す

る魅力、そのようなものの発信を、町とし

てもいろいろな形でお手伝いしながら発信

していきたいと考えてございます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） 建設部長。 

○建設部長（遠國 求君） 花樹育苗セン

ターの件でございます。 

大原議員おっしゃるとおり、確かに、通

路が狭くて５月の花苗の配布のときには、

利用者の皆様に御迷惑をかけていることは

承知しております。 

現在考えてございますのは、ビニールハ

ウスが５棟ございまして、その建て替えの

際に通路を確保するということで位置を変

更するのが１点。 

もう一つは、管理棟とそれに付随して物

置にしている建物があるのですけれども、

老朽化しておりますので、例えば、そこの

建物を壊して通路用地を確保するといった

ことも考えてございます。 

大原議員おっしゃったように、北側に１

段高い用地がございます。その部分を活用

するということも当然、検討の一つに入っ

てございますので、本定例会が終わりまし

たら早速、新年度予算の関係事務がござい

ます。そのような部分も含めて考えてまい

りますので、御理解をお願いしたいと思い

ます。 

以上でございます。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、議案第４１号令和５年度美幌

町一般会計補正予算（第５号）についてを

採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（戸澤義典君） 起立多数です。 

したがって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第７ 議案第４２号 

○議長（戸澤義典君） 日程第７ 議案第

４２号令和５年度美幌町国民健康保険特別

会計補正予算（第２号）についてを議題と

します。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

町民生活部長。 

○町民生活部長（関 弘法君） 議案書の
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６７ページになります。 

議案第４２号令和５年度美幌町国民健康

保険特別会計補正予算（第２号）について

御説明を申し上げます。 

令和５年度美幌町の国民健康保険特別会

計補正予算（第２号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ１２５万２,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

２６億７,９３１万円とする。 

第２項につきましては、事項別明細書に

より御説明申し上げます。 

歳出から御説明いたしますので、議案書

７６、７７ページをお開き願います。 

３、歳出。 

３款国民健康保険事業費納付金及び４款

保健事業費につきましては、財源調整でご

ざいます。 

６款諸支出金、１項、１目保険税還付金

１００万円の増額につきましては、国民健

康保険税の税額算定の基となります所得状

況につきまして、扶養の追加などの所得更

正による所得割の減額や旧年度中の資格喪

失の手続が新年度になって行われたことな

どによります還付金の増により、増額補正

を行おうとするものでございます。 

続いて、その下、２目償還金 

２５万２,０００円の増額でありますが、新

型コロナウイルス感染症の影響による国民

健康保険税の減免分に対する特別交付金に

ついて、例年同様、精算実績に伴い返還す

るものでございます。 

次に、歳入について御説明いたしますの

で、７４、７５ページにお戻り願います。 

２、歳入。 

５款繰入金、２項基金繰入金２,０２６万

２,０００円の減額につきましては、その

下、６款繰越金でこの分の財源を前年度繰

越金に求め、２,１５１万４,０００円を計

上することに伴う財源調整でございます。 

以上、議案第４２号について御説明申し

上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第４２号令和５年度美幌

町国民健康保険特別会計補正予算（第２

号）についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（戸澤義典君） 起立多数です。 

したがって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第８ 議案第４３号 

○議長（戸澤義典君） 日程第８ 議案第

４３号令和５年度美幌町介護保険特別会計

補正予算（第１号）についてを議題としま

す。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

福祉部長。 

○福祉部長（河端 勲君） 議案書７９ペ

ージになります。 

議案第４３号令和５年度美幌町介護保険

特別会計補正予算（第１号）について御説

明申し上げます。 

今回の補正につきましては、過年度国庫

負担金等の確定に伴う返還金に関する補正

でございます。 

令和５年度美幌町の介護保険特別会計補

正予算（第１号）は、次に定めるところに

よる。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ２,４２３万４,０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ２２億７,４３５万７,０００円とする。 
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第２項につきましては、事項別明細書で

御説明いたします。 

歳出から御説明させていただきますの

で、８８、８９ページをお開き願います。 

３、歳出。 

２款保険給付費、１項、２目施設介護サ

ービス給付費につきましては、財源調整で

ございます。 

その下、５款諸支出金、１項、２目償還

金２,４２３万４,０００円の増につきまし

ては、令和４年度介護給付費負担金及び交

付金等の確定に伴う返還金でございます。 

次に、歳入につきまして御説明いたしま

す。 

８６、８７ページにお戻りいただきたい

と思います。 

２、歳入。 

７款繰入金、２項、１目介護保険基金繰

入金につきましては、今回の補正財源を介

護保険基金に求めるもので、２,３１４万

６,０００円を増額するものでございます。 

その下、８款繰越金につきましては、前

年度繰越金１０８万８,０００円を増額する

ものでございます。 

以上、御説明いたしました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第４３号令和５年度美幌

町介護保険特別会計補正予算（第１号）に

ついてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（戸澤義典君） 起立多数です。 

したがって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第９ 議案第４４号 

○議長（戸澤義典君） 日程第９ 議案第

４４号令和５年度美幌町水道事業会計補正

予算（第１号）についてを議題とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

建設部長。 

○建設部長（遠國 求君） 議案の９１ペ

ージをお開き願います。 

議案第４４号令和５年度美幌町水道事業

会計補正予算（第１号）についてを御説明

申し上げます。 

総則。 

第１条、令和５年度美幌町の水道事業会

計補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

今回の補正につきましては、水道施設等

耐震化事業の補助対象経費の変更に伴い、

企業債及び一般会計出資金の補正を行おう

とするものであります。 

資本的収入の補正。 

第２条につきましては、補正予算実施計

画書及び説明書で御説明申し上げます。 

企業債の補正。 

第３条、水道施設等耐震化事業送水管

は、対象となる経費の変更に伴うもので、

限度額を１億１,１４０万円から５５０万円

減額し、１億５９０万円とするものであり

ます。 

次に、９２、９３ページをお開き願いま

す。 

補正予算実施計画書及び説明書、資本的

収入であります。 

１款資本的収入、１項企業債、１目企業

債５５０万円の減額及びその下、２項補助

金、１目国庫補助金８００万円の減額につ

きましては、水道施設等耐震化事業送水管

の補助対象経費の減額によるものです。 

その下、４項出資金、１目出資金 

１,３５０万円の増額につきましては、企業

債及び補助金の減額に伴う財源の不足分を

一般会計出資金に求めるものでございま

す。 
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以上、御説明申し上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 質疑なしと認めま

す。 

これから議案第４４号令和５年度美幌町

水道事業会計補正予算（第１号）について

を採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（戸澤義典君） 起立多数です。 

したがって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１０ 議案第４５号 

○議長（戸澤義典君） 日程第１０ 議案

第４５号令和５年度美幌町公共下水道事業

会計補正予算（第１号）についてを議題と

します。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

建設部長。 

○建設部長（遠國 求君） 議案の１０１

ページをお開き願います。 

議案第４５号令和５年度美幌町公共下水

道事業会計補正予算（第１号）についてを

御説明申し上げます。 

総則。 

第１条、令和５年度美幌町の公共下水道

事業会計補正予算（第１号）は、次に定め

るところによる。 

今回の補正につきましては、地方公営企

業法適用に伴う打切決算により、出納整理

期間において会計処理ができなくなりまし

た未収金及び未払金となる特例的収入及び

支出額が確定したことに伴う補正、並びに

企業債の補正を行おうとするものでありま

す。 

資本的収入の補正。 

第２条につきましては、補正予算実施計

画書及び説明書で御説明申し上げます。 

特例的収入及び支出の補正。 

第３条、予算第４条の２に定めた特例的

収入及び支出の金額３,１３６万３,０００

円及び７,１４１万２,０００円を 

８,８９７万１,０００円及び６,５０８万

６,０００円に補正する。 

なお、補正後の額につきましては、 

１０６、１０７ページの開始貸借対照表、

流動資産、未収金及び流動負債未払金に記

載しておりますので、後ほど御参照を願い

ます。 

企業債の補正。 

第４条、下水道資本費平準化債は、対象

となる経費の変更に伴うもので、限度額を

１,１４０万円から６８０万円増額し、 

１,８２０万円とするものであります。 

他会計からの補助金の補正。 

第５条、予算書第９条に定めた額を企業

債の増額に伴い、６８０万円減額補正する

ものであります。 

次に、１０２、１０３ページをお開き願

います。 

補正予算実施計画書及び説明書、資本的

収入であります。 

１款資本的収入、１項企業債、１目企業

債６８０万円の増額につきましては、下水

道資本費平準化債の算出基礎となる減価償

却費の変更に伴うものであります。 

その下、２項補助金、２目他会計補助金

６８０万円の減額につきましては、先ほど

御説明いたしました企業債の増額に伴う一

般会計補助金の減額であります。 

以上、御説明申し上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第４５号令和５年度美幌
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町公共下水道事業会計補正予算（第１号）

についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（戸澤義典君） 起立多数です。 

したがって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１１ 議案第４６号 

○議長（戸澤義典君） 日程第１１ 議案

第４６号令和５年度美幌町個別排水処理事

業会計補正予算（第１号）についてを議題

とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

建設部長。 

○建設部長（遠國 求君） 議案の１１３

ページをお開き願います。 

議案第４６号令和５年度美幌町個別排水

処理事業会計補正予算（第１号）について

御説明申し上げます。 

総則。 

第１条、令和５年度美幌町の個別排水処

理事業会計補正予算（第１号）は、次に定

めるところによる。 

今回の補正につきましては、地方公営企

業法適用に伴う打切決算により、出納整理

期間において会計処理ができなくなりまし

た未収金及び未払金となる特例的収入及び

支出額が確定したことに伴う補正を行おう

とするものであります。 

特例的収入及び支出の補正。 

第２条、予算第４条の２に定めた特例的

収入及び支出の金額２０４万６,０００円及

び６万３,０００円を２０２万２,０００円

及び２６９万５,０００円に補正する。 

なお、補正後の額につきましては、１１

６ページの開始貸借対照表、流動資産未収

金及び流動負債未払金に記載しております

ので、後ほど御参照願います。 

以上、御説明申し上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第４６号令和５年度美幌

町個別排水処理事業会計補正予算（第１

号）についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（戸澤義典君） 起立多数です。 

したがって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１２ 認定第１号から 

 日程第１７ 認定第６号まで 

○議長（戸澤義典君） 日程第１２ 認定

第１号令和４年度美幌町一般会計歳入歳出

決算認定について、日程第１３ 認定第２

号令和４年度美幌町国民健康保険特別会計

歳入歳出決算認定について、日程第１４ 

認定第３号令和４年度美幌町後期高齢者医

療特別会計歳入歳出決算認定について、日

程第１５ 認定第４号令和４年度美幌町介

護保険特別会計歳入歳出決算認定につい

て、日程第１６ 認定第５号令和４年度美

幌町公共下水道特別会計歳入歳出決算認定

について、日程第１７ 認定第６号令和４

年度美幌町個別排水処理特別会計歳入歳出

決算認定について、以上６件を一括議題と

いたします。 

お諮りします。 

本件については、６人の委員をもって構

成する一般会計等決算審査特別委員会を設

置して、地方自治法第９８条第１項の権限

を委任し、これに付託の上、閉会中の継続

審査とすることにしたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（戸澤義典君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、認定第１号令和４年度美幌

町一般会計歳入歳出決算認定についてから

認定第６号令和４年度美幌町個別排水処理

特別会計歳入歳出決算認定についてまで

は、６人の委員をもって構成する一般会計

等決算審査特別委員会を設置して、地方自

治法第９８条第１項の権限を委任し、これ

に付託の上、閉会中の継続審査とすること

に決定しました。 

お諮りします。 

ただいま設置されました一般会計等決算

審査特別委員会の委員については、美幌町

議会委員会条例第７条第２項の規定によ

り、２番馬場博美さん、３番横山清美さ

ん、５番宮崎奈津江さん、８番藤原公一さ

ん、１２番松浦和浩さん、１３番大原昇さ

ん、以上６人を指名したいと思いますが、

これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、ただいま指名しました６人

の方を一般会計等決算審査特別委員会委員

に選任することに決定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１８ 認定第７号から 

 日程第１９ 認定第８号まで 

○議長（戸澤義典君） 日程第１８ 認定

第７号令和４年度美幌町水道事業会計決算

認定について、日程第１９ 認定第８号令

和４年度美幌町病院事業会計決算認定につ

いて、以上２件を一括議題といたします。 

お諮りします。 

本件については、６人の委員をもって構

成する企業会計決算審査特別委員会を設置

して、地方自治法第９８条第１項の権限を

委任し、これに付託の上、閉会中の継続審

査とすることにしたいと思いますが、これ

に御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、認定第７号令和４年度美幌

町水道事業会計決算認定について及び認定

第８号令和４年度美幌町病院事業会計決算

認定については、６人の委員をもって構成

する企業会計決算審査特別委員会を設置し

て、地方自治法第９８条第１項の権限を委

任し、これに付託の上、閉会中の継続審査

とすることに決定しました。 

お諮りします。 

ただいま設置されました企業会計決算審

査特別委員会の委員については、美幌町議

会委員会条例第７条第２項の規定により、

１番木村利昭さん、４番髙橋秀明さん、６

番上杉晃央さん、７番稲垣淳一さん、９番

伊藤伸司さん、１１番大江道男さん、以上

６人を指名したいと思いますが、これに御

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、ただいま指名しました６人

の方を企業会計決算審査特別委員会委員に

選任することに決定しました。 

暫時休憩します。 

再開は１３時５０分とします。 

休憩中に両決算審査特別委員会を開催

し、正副委員長の互選をお願いいたしま

す。 

午後０時 ２分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後１時５０分 再開 

○議長（戸澤義典君） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎諸般の報告 

○議長（戸澤義典君） 諸般の報告をいた

します。 

休憩中に開催された両決算審査特別委員

会において、委員長及び副委員長の互選が

行われ、その結果が議長の手元に参りまし
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たので報告します。 

一般会計等決算審査特別委員会の委員長

に藤原公一さん、副委員長に馬場博美さ

ん。 

企業会計決算審査特別委員会の委員長に

伊藤伸司さん、副委員長に髙橋秀明さん。 

以上のとおり互選された旨の報告があり

ました。 

暫時休憩します。 

再開は１４時２０分とします。 

午後１時５０分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後２時２０分 再開 

○議長（戸澤義典君） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２０ 意見書案第８号 

○議長（戸澤義典君） 日程第２０ 意見

書案第８号軽油引取税の課税免除特例措置

の継続を求める意見書についてを議題とし

ます。 

本案は、会議規則第３９条第２項の規定

によって、提案理由の説明を省略したいと

思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、提案理由の説明を省略する

ことに決定しました。 

これから質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 質疑なしと認めま

す。 

これで質疑を終わります。 

これから、本意見書案についてを採決し

ます。 

お諮りします。 

本意見書案は、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、本意見書案は原案のとおり

可決されました。 

ただいま可決されました意見書は、議長

において別紙記載の提出先に提出すること

といたします。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２１ 意見書案第９号 

○議長（戸澤義典君） 日程第２１ 意見

書案第９号肥料・燃油などの生産資材等高

騰対策の強化を求める意見書についてを議

題とします。 

本案は、会議規則第３９条第２項の規定

によって、提案理由の説明を省略したいと

思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、提案理由の説明を省略する

ことに決定しました。 

これから質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 質疑なしと認めま

す。 

これで質疑を終わります。 

これから、本意見書案についてを採決し

ます。 

お諮りします。 

本意見書案は、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、本意見書案は原案のとおり

可決されました。 

ただいま可決されました意見書は、議長

において別紙記載の提出先に提出すること

といたします。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２２ 意見書案第１０号 

○議長（戸澤義典君） 日程第２２ 意見

書案第１０号国土強靱化に資する社会資本

整備等に関する意見書についてを議題とし
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ます。 

本案は、会議規則第３９条第２項の規定

によって、提案理由の説明を省略したいと

思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、提案理由の説明を省略する

ことに決定しました。 

これから質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 質疑なしと認めま

す。 

これで質疑を終わります。 

これから、本意見書案についてを採決し

ます。 

お諮りします。 

本意見書案は、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、本意見書案は原案のとおり

可決されました。 

ただいま可決されました意見書は、議長

において別紙記載の提出先に提出すること

といたします。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２３ 報告第７号 

○議長（戸澤義典君） 日程第２３ 報告

第７号健全化判断比率について。 

配信しているとおり、報告書の提出があ

りましたので、お聞きすることがあれば許

します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） ないようでありま

すので、報告第７号健全化判断比率につい

ては、これで終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２４ 報告第８号 

○議長（戸澤義典君） 日程第２４ 報告

第８号資金不足比率について。 

配信しているとおり、報告書の提出があ

りましたので、お聞きすることがあれば許

します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） ないようでありま

すので、報告第８号資金不足比率について

は、これで終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２５ 報告第９号 

○議長（戸澤義典君） 日程第２５ 報告

第９号放棄した債権の報告について。 

配信しているとおり、報告書の提出があ

りましたので、お聞きすることがあれば許

します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） ないようでありま

すので、報告第９号放棄した債権の報告に

ついては、これで終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２６ 報告第１０号 

○議長（戸澤義典君） 日程第２６ 報告

第１０号令和４年度教育委員会の主な事務

の管理及び執行状況の点検・評価の報告に

ついて。 

配信しているとおり、報告書の提出があ

りましたので、お聞きすることがあれば許

します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） ないようでありま

すので、報告第１０号令和４年度教育委員

会の主な事務の管理及び執行状況の点検・

評価の報告については、これで終わりま

す。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２７ 報告第１１号 

○議長（戸澤義典君） 日程第２７ 報告

第１１号例月出納検査報告について（５月

～７月分）は、配信のとおり、報告書の提

出がありましたので、お聞きすることがあ

れば許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） ないようでありま
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すので、報告第１１号例月出納検査報告に

ついて（５月～７月分）はこれで終わりま

す。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２８ 議員の派遣について 

○議長（戸澤義典君） 日程第２８ 議員

の派遣についてを議題とします。 

お諮りします。 

議員の派遣については、配信したとおり

派遣することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、本件は配信したとおり派遣

することに決定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２９ 閉会中の継続調査について 

○議長（戸澤義典君） 日程第２９ 閉会

中の継続調査についてを議題とします。 

各委員長から会議規則第７５条の規定に

よって、配信のとおり申出があります。 

お諮りします。 

各委員長からの申出のとおり、閉会中の

継続調査とすることに御異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、各委員長から申出のとお

り、閉会中の継続調査とすることに決定し

ました。 

──────────────────── 

◎閉会宣告 

○議長（戸澤義典君） 以上で、本定例会

に付議された案件は全部終了しました。 

会議を閉じます。 

これで、令和５年第５回美幌町議会定例

会を閉会します。 

お疲れさまでした。 

 

午後２時２６分 閉会   
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